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清　掃
平成24年度
第15回 犬上川クリーン作戦（３月３日）

　流域自治会、町内企業、議会、商工会、関係団体、県・
町行政等による犬上川の清掃作業を行いました。
　多数のご参加と熱心なご協力をいただき、河川敷や堤防
の不法投棄等ゴミが一掃され、きれいな犬上川がよみがえ
りました。
　この取組みも、回を重ねるごとにゴミの量も徐々に減少
してきてはいるものの、まだまだ不法投棄が後を絶たない
現状を目の当たりにしました。
　「琵琶湖の環境保全を流域から！」を合言葉として環境美
化の啓発に努めてまいります。
　作業にご参加いただいた皆さん、ご協力
ありがとうございました。

　平成２５年１月１９日に開催されました人・生きものにぎわう農村フォーラム“２０１２”におきまして、
世代をつなぐ尼子協議会代表の北川勝美さんの作品『めだかの里親教室』が応募総数１５８点の中から
入選作品に選ばれました。

　フォトコンテストは“世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策”に取り組まれている田んぼで、子供た
ちから高齢者まで世代をこえた人々、笑顔があふれた賑やかな雰囲気が伝わってくる、人も生きものも
みんなの「絆」を感じさせてくれるような写真を毎年募集し表彰をしています。今年度もみなさのご応募
をまっております。

住民課
国民健康保険加入者の方へ
　人間ドック・脳ドックの費用の一部を助成します

平成２５年
世代をつなぐ

産業課 にぎわう農村フォトコンテスト

( 助成を受けられる人 )
○平成２５年４月１日現在、国民健康保険加入者で３4歳～69歳の人
○国保税の滞納がない世帯の人 ( 但し、平成２５年度に滞納が無くなる人を除く)

( 申し込み方法等 )
○甲良町人間ドック・脳ドック健診助成金交付申請書を記入の上、４月１日以降に甲良町
　役場住民課に直接提出してください。( 後日、助成券を郵送いたします )
　※助成金申請書は、保険証に同封してあります。同一世帯で複数の人が申請する場合
　　は、氏名欄に複数者氏名をご記入ください
○助成券が自宅に届いたら、下記の医療機関に直接日程調整を行ってください。

( 注意事項 )
○ドック検診後は、町保健師による保健指導を必ずお受けください。( 検診後、日程を連絡いたします。)
　※保健指導を受けないと助成対象者とみなされず、後日助成額を返還していただきますのでご注意
　ください。
○ドック検診の助成を受けた人は、平成2５年度の特定健診は受けられません。
○定員 ( 概ね100名 )にて受付を終了いたしますので、早めの申請をお願いします。
○助成の対象となる検診期間は平成２５年４月１日から平成２６年３月14日までです。

助成対象となる医療機関および自己負担額

　【お問い合せ】  産業課　☎３８－５０６９ 　【お問い合せ】  甲良町役場住民課　保険年金係　☎38－5063

 •子宮がん検診などオプション検査については、別途料金となります。

自己負担額

17,800 円

19,800 円

36,500 円

40,000 円

9,500 円

9,334 円

30,000 円

150,000 円

18,370 円

28,030 円

48,295 円

15,800 円

14,000 円

43,000 円

10,000 円

26,000 円

32,000 円

17,640 円

41,050 円

6,000 円

19,900 円

助成限度額

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

19,000 円

18,666 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

20,000 円

12,000 円

20,000 円

助成率

2／ 3

2／ 3

2／ 3

2／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

2 ／ 3

検診費用額

37,800 円

39,800 円

56,500 円

60,000 円

28,500 円

28,000 円

50,000 円

170,000 円

38,370 円

48,030 円

68,295 円

35,800 円

34,000 円

63,000 円

30,000 円

46,000 円

52,000 円

37,640 円

64,050 円

18,000 円

39,900 円

　　  ドックの種類

　　　 　　 4．5．3 月

　　　 　 　上記以外の月

　　　 　 　4．5．3 月

　　　 　 　上記以外の月

脳ドック

半日人間ドック

1 日人間ドック

1 泊人間ドック

日帰り人間ドック

脳ドック

人間ドック＋脳ドック

人間ドック

脳ドック

人間ドック＋脳ドック

日帰り人間ドック

脳ドック

人間ドック＋脳ドック

日帰り人間ドック

1 泊人間ドック

ＪＡドック

ＫＫＣドック

日帰り
人間ドック

宿泊ドック

入選された作品『めだかの里親教室』

　 医療機関名 　

彦 根 市 立 病 院

彦 根 中 央 病 院

友 仁 山 崎 病 院

湖 東 記 念 病 院

豊 郷 病 院

長浜赤十字病院

厚生農業組合連合会

近畿健康管理センター
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誕生日 天使のほほえみ  1歳のおたんじょうびおめでとう!

平成２５年6月号『天使のほほえみ』への掲載希望（Ｈ２４年6月生のお子さん）の方は、4月２４日（水）の
「乳児の１０ヶ月健診」時に写真をご持参ください。写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、生年月日、住所を
ご記入ください。
問合先　企画監理課　☎３８－５０６１　保健福祉センター（保健師）　☎３８－３３１４

山本　麻友ちゃん
４月１６日生 （横　関）

やま もと ま ゆ

田中　辰昇ちゃん
４月１５日生 （尼　子）

た なか たつ のり

久田　翔葵ちゃん
４月２６日生 （長　寺）

ひさ だ と き
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図書館 図書館に行こう

4月の催し物 図書館の行事は全て無料です！

4
月

日

3
10
17

月

4
11
18

火 水 木 金 土

2
9

16
23
30

1
8

15
22
29

4
11
18
25

『ダンボール工作でよみがえる
　　　　　　　　　　  昭和の風物」 

滝口明治　実業之日本社

開館時間  平日 10:00～18:00 土日 10:00～17:00図書館　☎38ｰ8088  FAX 38ｰ8089

・・・休館日

春休みお楽しみえいが会
「怪談レストラン」（100分）

ぴよぴよひよこのおはなし会
「0，1，2歳児向けのおはなし」

　東京タワー、ボンネットバス、オート三輪、
蒸気機関車など、懐かしさあふれる昭和の思
い出をダンボール工作で再現。

『はげまして はげまされて
 93歳正造じいちゃん、56年間のまんが絵日記』

竹浪正造／著　廣済堂出版
　子どもの成長、巣立ち、かあさんの入院、そし
てお別れ…。忘れていた日本の家族の姿がそこ
にあった。昭和２９年から平成２３年まで、正造じ
いちゃんが家族の出来事を描き続けた絵日記。

「ぼくらの60～70年代熱中記」 
黒沢哲哉／著　いそっぷ社

　イヤミの「シェー」、熱すぎた野球マンガ
「巨人の星」、夜中にコッソリ見た「１１ＰＭ」
…。６０～７０年代のマンガやテレビ番組、小
説、映画などを紹介。

「スイーツ・ノスタルジー
　　　 懐かしの昭和のお菓子＆おやつレシピ集」

中野佐和子／著　旭屋出版
　お玉を使って作ったカルメ焼き、給食で食べ
た揚げパン、鏡もちを割って作る揚げもち。そ
んな昭和のお菓子とおやつを思い出とともに、
楽しんで作ってみませんか。

『帰ってきた！ 昭和レトロ商店街』　
町田忍／著　早川書房

　ブリキのおもちゃ、肝油ドロップの少年、野
球盤ゲーム誕生秘話など、昭和のロングセ
ラー商品たちのおもしろエピソードが満載。
レトロなデザインがたまりません！

「昭和ドールハウス」
戸塚恵子／著 　河出書房新社

　小学校の教室、銭湯、縁日に台所など。ミニ
チュアで再現する日本のなつかしい情景が広
がります。
　小さいけれど本物に負けない昭和の世界。

１９日（金）11：00～

おはなし会

１３日（土）1１：00～

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

3
10
17
24

４日（木）1４：00～

　　子ども読書の日
　　お楽しみ工作会
「モールで作るアニマルマグネット」

20日（土）1４：00～

名作映画会
「天守物語」（105分）

2７日（土）1４：00～

子どもえいが会
「ホートン」（87分）

2８日（日）1４：00～

☆★☆お知らせ☆★☆
　今月より「子どもえいが会」と「名作映画会」の曜日が入れ
替わりました。お間違いのないようご確認をお願いします。
（上映時間は今まで通り14時からの上映です。）

ご記入くださ
問合先　企

人　権 子どもの権利条約を知っていますか
　「子どもの権利条約」は、世界中の子どもたち一人ひとりに人間としての権利を認め、子どもたちが
それらの権利を行使できるように決めた条約です。さらに、この条約を結んだ国の取組を審査する監
視機関として、「子どもの権利委員会」が国際連合に設置されています。

　この条件の特徴は、子どもを独立した人格を持つ権利の主体として
とらえるとともに、心も身体も発達する過程にあるととらえ、さまざまな
子どもの人権を保障していることです。
　この条約では、子どもの権利として次のような権利をあげています。

　子どもの頃の思いを振り返ってあてはま
ることに○をしてみましょう。また、これら
は、どのような権利といえるのでしょうか。

　　□暴力はやめてほしかった。
　　□人と比べられたくなかった。
　　□秘密を知られたくなかった。
　　□自分のことは自分で決めたかった。
　　□自分の意見を聞いてほしかった。
　　□思いっきり遊びたかった。
　　□いろんな情報を知りたかった。

（第1条） 子どもの定義
　　この条約では、18歳未満を子どもとしています。
（第２条） 差別の禁止
　　すべての子どもは、どのような差別もなく、みんな平等にこの条約で定
　められた権利が保障されます。肌の色、国籍、性、障害、言葉、宗教、財産な
　どによって差別されません。さらに、子ども本人に関わる差別だけでなく、
　親の地位などによって子どもが差別されることも禁じています。
（第３条） 子どもの最善の利益
　　子どもに関わりのあることを行うとき、子どもの最善の利益が優先され
　なければなりません。また、条約を結んだ国は、子どものためになることが
　行われるよう法律や政策をつくらなければなりません。
（第６条） 生命の大切さ、生存・発達の確保
　　世界のすべての子どもたちは、生きる権利をもっています。また、子ども
　は発達し成長していく途中の弱い存在です。子どもが元気に生きて、健や
　かに育つよう全力を尽くして子どもの権利を守らなければなりません。

予防できる病気などで命を奪われないこと。病気や
けがの治療を受けられることなど。
教育を受け、休息したり遊んだりできること。考える
ことや信じることの自由が守られ、自分らしく育つ
ことができることなど。
あらゆる種類の虐待や搾取から守られることなど。
自由に意見を表明したり、集まってグループをつ
くったり、自由な行動を行ったりできることなど。

　条約の主な内容
　考えてみよう

① 生 き る 権 利

②発達する権利

③保護される権利
④参加する権利

（第12条） 意見表明権
　　子どもは、家庭、地域、学校などで自分に関わりのあることについて、自由
　に自分の意見を言う権利があります。「まだ子どもだから」という理由で、
　発言が制限されてはなりません。そして、子どもの意見は、発達に応じて最
　大限尊重されなければなりません。
（第18条） 親の第一次的養育責任と国の援助
　　親やおとなには、子どもを大切に育てる義務があります。
（第19条）親による虐待・放任・搾取からの保護
　　親や親の代わりに子どもを育てている人は、子どもに暴力をふるっては
　いけません。子どもをいじめたり、無視したり、放っておいたり、性的な暴力
　を加えたり、言葉や態度で子どもを傷つけたりしてはいけません。
（第28条） 教育についての権利
　　子どもはだれでも、学校で学習する権利があります。
（第31条） 休息・余暇・遊び・文化的芸術生活への参加
　　子どもにとって休息や余暇は、心身ともに成長するために必要です。

展示の
お知らせ

４月５日（金）～28日（日）尼子　
松宮正次さん代表グループによる
「切り絵展」を開催いたします。

主な条文の内容



津 波
警 報 津波警報が変わりました

子育て支援
センターほっと館

4月の身体計測は、
　　４月１１日（木）です。
毎月計測して、成長の
目安にしてください。

【お問い合せ】　子育て支援センター（ほっと館）　☎38ｰ8003

　子育て支援センターでは、「ひろば事業」として、ぽかぽかタイムを行っています。
　昨年度も、毎月、「おはなし会」、「みんなでたいそう」、「ミニクリスマス会」など、いろいろな内容で、親子
さんが楽しく交流してきました。
　今年度も、さらに楽しいものを計画していますので、どうぞご利用ください。

4月の相談予定日
●子育て相談日 ４月１２日（金）・2４日（水） 9:00～16:00
●教育相談は、随時受け付けています。
※ご相談内容は秘密を厳守しますので、ご安心ください。
　電話でも、直接来てくださっても、かまいません。

★親子ふれあい教室の
お知らせ

新年度の教室参加申し込みは、
５月に全戸配布のチラシにて、
募集します。

　「ひろば」のご利用は、保育センター
入園前のお子さんと保護者、または、入
園前のきょうだいがおられる短時部の
お子さんです。

ボランティアさんを募集します！
　子育て支援センターでは、事業にご協力いただけるボランティアの方を
募集しています。
　内容は、支援センター事業中のお子さんの見守りや預かり、ガーデニン
グ、クッキングなどに、ご協力をお願いしたいと思います。
　連絡先　子育て支援センター

電話３８－８００３、FAX３８ー３４００　担当：　畑

一時預りもご利用ください
月曜日～金曜日　９：００から４：００まで

　　事前に、申し込み用紙にご記入していただき、
　　一時保育の利用ができます。
　　　　問い合わせ　申し込み先　子育て支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　３８－８００３まで

４月のひろばのお知らせ

●日　時　 ４月２６日（金）１０：３０～１１：１０
●場　所　子育て支援センター
●内　容　みんなでおさんぽ
　　　　　～はるさがしに行きましょう！～
　　　　　 ベビーカーでの参加もOKです。
●対　象　保育センターに入園していないお子さんと
　　　　　  保護者（または、保護者に代わる方）
●持ち物　お茶など
※雨天の場合は室内の活動をします。

●日　時　４月１９日（金）１０：３０～１１：１０
●場　所　子育て支援センター
●内　容　・たのしいふれあいあそび
　　　　　・おはなし会
　　　　　・ちょこっとティータイム
●対　象　保育センターに入園していないお子さん
　　　　　  と保護者（または、保護者に代わる方）
●持ち物　子ども用のお茶など

んと

昨年度のぽかぽかタイムのようすから…

　気象庁では、３月７日から改善した津波警報の運用を開始しました。巨大地震の発生により東日本大震災
級の津波を予想した場合、大津波警報に「巨大」という言葉を用いて発表します。海岸付近に出かけてい
るときにこのような言葉を見聞きしたときには、最大限の避難を行いましょう。新しい津波警報などの詳しい
内容は、気象庁ホームページ（下記ＵＲＬ参照）をご覧ください。
　また、津波警報などを見聞きした場合、直ちに安全な場所（高台や避難ビル）へ避難をすることが重要
ですが、海岸付近で「強い揺れ」「長くゆっくりとした揺れ」を感じた場合も自らの判断で直ちに安全な場所
へ避難することが重要です。いざという時には、自らの判断で安全な場所へ避難して、命を守ってください。

放射線量
測　定 放射線量の測定について
　甲良町では、福島第一原子力発電所における事故を受け、町内における放射線量の測定を行って
います。これは、原子力災害が発生した場合に備えて、平常時の測定値を把握し、町民のみなさん
に安心していただくためのものです。毎月２回の測定結果を掲載します。

～

気象庁ホームページ（http://www.jam.go.jp/jma/index.html）

みんなで  おでかけぽかぽかタイム
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お知らせ
平成25年度
犬の登録・狂犬病予防注射の実施について

■昨年はがきで案内のとおり個別でのはがきの通知は致しませんので各自の責任で持ってご対応ください。
■生後９１日以上の犬には、年1回の狂犬病予防接種と生涯1回の登録が義務付けられています。
■実施日時

■持参するもの　　　　　　と　　　　　　　　
　　　
●犬の登録・狂犬病予防注射は、かかりつけ（お近くの）の動物病院でも受けられます。
●犬の死亡や譲渡等、登録に変更のある場合は、役場住民課☎３８－５０６３まで連絡をお願いします。
●妊娠中の犬、過去にワクチン接種で異常が認められた犬、１ヶ月以内に他のワクチン（生ワクチン）を
　受けた犬、治療中の疾病がある犬、その他健康に異常が認められた犬は、当日狂犬病予防注射を受け
　られない場合があります。

保  健
福祉課

平成25年度
がん検診日程表　（特定健診同時実施！）

★胃がん検診・大腸がん検診と、特定健診（国保：40～７４歳対象）は同時に受けていただけます。

≪大腸がん検診説明会≫※４０歳以上対象（S４８.４.1 以前生まれ）　説明会会場：保健福祉センタ－

≪胃がん検診≫ 　※４０歳以上の方が対象　定員５０名　検診会場：保健福祉センター

≪女性検診：子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症検診≫　検診会場：保健福祉センター 
  
   

子宮頸がん検診のご案内         
　★２０歳以上の女性が対象です。（H５.4.1 以前生まれ） 
　★２年に１回の検診です。（昨年受診された方は、今年は対象になりません。） 
　★定員　半日５０名          
　★医療機関で受けることもできます（希望される方は、保健センタ－までお申し込み下さい） 
　　＊ 医療機関受診の場合：１７００円         
 
乳がん検診のご案内         
　★４０歳以上の女性が対象です。（S４８.4.1 以前生まれ） 
　★２年に１回の検診です。（昨年受診された方は、今年は対象になりません。） 
　★定員　半日５０名         
　★医療機関で受けることもできます（希望される方は、保健センタ－までお申し込み下さい） 
　　＊ 医療機関受診の場合：１７００円         

骨粗しょう症検診のご案内         
　★４０ ・ ４５ ・ ５０ ・ ５５ ・ ６０ ・ ６５ ・ ７０歳の女性が対象です。 
　★５年毎に受診できる検診です。        

　【お問い合せ】  甲良町保健福祉センター　保健師　☎ ３８－３３１４

 ※　検診のお申し込みはお早めに！

月日（曜日）

４月２５日（木）

５月１０日（金）

時　　間
　９：３０～１０：３０
１０：４５～１１：３０
１３：３０～１４：３０
１４：００～１５：００

場　　所
尼子平成の館前
町公民館前駐車場前
町立図書館前

町公民館前駐車場前

手数料
すでに登録済の場合 　３,２００円（注射）
新たに登録する場合　 ６,２００円（登録＋注射）

犬の登録
カード

大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診は、一部の対象者に無料クーポン券が発行されます。
該当される方には後日お知らせいたします。

★

★

★

結果説明会日程  
５月１７日 （金）  
８月２０日 （火） 
　　　　※大腸がん検診提出日：胃がん検診と同時日程のため下記を参照して下さい     

実施時間

10：00～10：30
 

持 参 す る も の
健康手帳・検診自己負担料　３００円

★（75歳以上の方は無料） 

同時に実施される検診
子宮頸がん・乳がん検診

子宮頸がん・乳がん検診・
骨そしょう症検診
 

子宮頸がん・乳がん検診
 

　　受付時間　　

９：30 ～  10：30

１：30 ～    ２：30
１：30 ～    ２：30
１：30 ～    ２：30
９：30 ～  10：30

　  検　診　負　担　料   
   
＊子宮頸がん ：１０００円   
＊乳がん ： １０００円   
＊骨粗しょう症検診 ： ５００円   
＊75歳以上の方は無料

　　  検　診　日  
①    5 月 27日（月）
②    5 月 28日（火）
③    5 月 29日（水）
④    5 月 30日（木）
⑤    5 月 31日（金）
⑥    6 月  １ 日（土）
⑦    8 月 31日（土）

検診対象者
西学区の男性
西学区の女性
東学区の男性
東学区の女性
全学区の男女
全学区の男女
全学区の男女

受付時間

８：30 ～ ９：30

同時に実施される検診

①特定健診　
（40～74歳の国保加入者）

②大腸がん検診の回収

検診負担料

1000円

75歳以上の
方は無料

　　  検　診　日 
①     5月14日（火）
②　  7月  ５ 日（金）
③     8月24日（土）
④     9月24日（火）
⑤ 　 10月12日（土）
⑥ 　 11月30日（土）
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～教えて！ゴミの出し方！！～
ゴミの処分でみなさんに注意していただきたいことについて紹介します。
～　ラップ　編　～

『ラップはまとめてごみに出したいのだけれど…』
『ラップ自体は燃えないごみでお願いします』
『ラップの箱は紙なので燃やすごみだよね？』
『はい。他に資源回収でも大丈夫です。』
『紙製の筒は？』
『箱同様、燃やすごみか資源ごみでお願いします』
『ラップの刃はどのように判断すればいい？』
『金属製なら燃えないごみ、プラスチック製や紙製なら燃えるごみでお願いします』『金

ゴ　ミ

　ごみの量は表のとおりでした。
　ご家庭でも、ごみの減量に向けた取り組みを進めていきましょう。
　またごみ減量のアイデアも募集しています。みなさんに紹介した
いのでアイデアをお寄せ下さい。

【お問い合わせ】　甲良町役場  住民課  生活環境係　☎ 38-5063

ごみの量　
89.05ｔ  
81.84ｔ  
91.9  ％  

平成24年2月
平成25年2月
前年同月比

燃えるごみの搬入量のデータ紹介

お詫びと訂正
３月15日に全戸配布しました、甲良町太陽光発電補助事業のチラシの募集期間に誤りがありました。
正しくは「平成25年４月15日（月）～平成25年６月28日（金）」です。
大変ご迷惑をおかけしました。お詫びして訂正いたします。　　　　　　　　　甲良町役場　住民課　生活環境係



包括支援
センター

　甲良町で行っている介護予防事業を紹介します。この事業は、いつまでも自分らしく生活できる
ために、自らが介護予防に取り組むための教室です。

介護予防に年齢は関係ありません。毎日、自分にあった介護予防活動を続けることが大切です。

　募集期間：
　　４月１５日（月）～５月１０日（金）
　対 象 者：６５歳以上の方
　開 催 日：
　　　　　毎週火曜日・金曜日
　　　　　午後１時３０分～３時３０分

※申込書は、保健福祉センター・ほっと館に
　用意しています。

募集期間：
　　４月１日（月）～４月１９日（金）
　対 象 者：６５歳以上の方
　開 催 日：
　　Ａグループ（第１・３木曜日）
　　　　　　　　午後１時３０分～３時
　　Ｂグループ（第２・４金曜日）
　　　　　　　　午前１０時～１１時３０分
※申込書は、保健福祉センターまたは、ほっと
　館に用意しています。

　加齢による身体機能の低下や転倒による骨
折から引き起こされる介護状態を予防するた
めに、転倒予防教室を行っています。集団で
行う教室で、毎月テーマを決め、運動指導員
が運動を指導します。
例えば
・「つまずきやすくなった」
・「階段の上り下りがつらい」
・「運動不足だ」
と感じている方、ぜひ参加
してみませんか。

・月２回、２グループ行っています。
・利用料は年間４,８００円です。

　物忘れが気になる・外出機会が減って家の中で過ごすことが増えた・気分が落ち込む、
といった方に趣味の活動や創作活動などを通じて、物忘れの悪化予防や社会生活の維持・
向上を図ります。

・毎週火曜日・木曜日の午前中に開催しています。
・希望される方には、送迎も行っています。
・利用料は１回２００円です。
・参加を希望される方は随時、甲良町地域包括支援センターまで
　ご相談下さい。

　
　積極的に脳を使うことによって、脳の機能の低下を予防していきます。体を動かして脳の血
液の流れをよくしたり、計算や記憶のトレーニングをして、普段使っていない脳の機能を鍛え
ていきます。希望者には送迎もおこなっています。

　　募集期間：　４月１５日（月）～５月１０日（金）
　　対 象 者：　６５歳以上の方
　　開 催 日：　月１回程度　平成２５年５月～１２月まで全１５回
　　　　　　　　　　　　　　午後１時３０分～３時３０分
　　利 用 料：　全１５回で１,５００円
　※申込書は保健福祉センター・ほっと館に用意しています。

 
包括支援
センター 

　筋力トレーニング教室では、加齢や腰痛・
膝痛などの身体機能の低下や転倒による骨折
から引き起こされる要介護状態を予防するた
めに、油圧式マシンを使った筋力アップ教室
を行います。運動指導員が個別に運動の指導
を行っていますが、筋力・バランス柔軟性・
敏捷性の機能向上が図られています。

・毎週２回、３ヶ月間
　行います。
・利用料は、３ヶ月間で
　９,８００円です。
・希望される方には、送迎も行っています。

　食べることの楽しみが維持できるよう、口
の中や義歯の手入れの方法・噛む事や飲み込
みの体操方法などを歯科衛生士の指導のも
と、口腔衛生状態やむせ、飲み込みにくさな
どの改善を図ります。

 

・秋ごろの開催の予定をしています。
・教室は月１回、３回シリーズで行います。
・希望される方には、送迎も行っています。

　管理栄養士の指導・相談のもと、日頃の食
生活を振り返り、自分に合った栄養管理がで
きるようになるための知識と技術を身につけ
るための教室です。低栄養予防のための食材
選びや調理方法などを学びます。男女問わ
ず、どなたでも参加していただけます。
 

・秋ごろの開催の予定をしています。
・教室は月１回、３回シリーズで行います。
・希望される方には、送迎も行っています。

　介護予防に必要な、運動機能・口腔機能の
向上・栄養改善・認知症予防・うつ予防を目
的とした介護予防について学びます。
　講座は秋頃に開催を予定しています。日程
が決まりましたら広報でお知らせします。

　ほっと館はつらつルームでは、運動指導員
が運動の方法や器具の使い方を説明し、自分
の体にあった運動ができるよう指導していま
す。甲良町に住んでいる40歳以上の方な
ら、どなたでも利用していただけます。月曜
日から金曜日の午前９時から午後５時までご
利用していただくことができます。
40歳以上64歳未満の方は、１回200円。
65歳以上の方は１回100円です。

では、運動指導員
方を説明し、自分
よう指導していま

たら広報でお知
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児  童
扶養手当 児童扶養手当制度について

特別児童扶養手当制度について

小・中学校の就学援助制度について

　児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している
方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給され
る手当です。

支給要件
① 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
② 父または母が死亡した児童
③ 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態にある児童
④ 父または母の生死が明らかでない児童
⑤ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童（DV被害者を含む）
⑥ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧ 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※手当が支給されない場合
① 対象児童や手当を受けようとする父、母または養育者が、公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を
　 受けることができるとき
② 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所（通園施設は除く）しているとき
③ 児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
④ 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
⑤ 父または母が婚姻しているとき（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき
　 を含みます。）
⑥ 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
⑦ 平成15年4月1日時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき

　児童扶養手当の額（月額）

　全部支給　　41,430円　　　 　　（H25年10月からは41,140円）
　一部支給　　41,420円～9,780円（H25年10月からは41,130円～9,710円）
　（児童が2人目　　5,000円加算　　　3人目以降の児童　　3,000円加算）
　※所得制限があり、支給額は所得に応じて決定されます。

手当の支払いについて
4月、8月、12月の11日に前月分までが支給されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請に必要なもの（必要書類はそれぞれ異なりますので、担当までお問い合わせください。）
　・ 戸籍謄本　　　　・ 世帯全員（同一住所地）の住民票　　・ 通帳の写し　　　・ 印鑑　　　
　・ 居住証明になる書類（光熱水費の請求書や領収書、賃貸契約書など）
　・ 健康保険証の写し

　20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父または母
（主たる生計者）、もしくは父母にかわってその児童を養育している方（養育者）が手当を受けることができます。

手当が支給されない場合
① 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
② 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき（児童扶養手当、障害児福祉手当は
 　年金ではありませんので併給できます）
③ 児童が、児童福祉施設等に入所（保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く）しているとき

特別児童扶養手当の額（月額）
　1級（重度障害）　　50,400円　（H25年10月からは50,050円）
　2級（中度障害）　　33,570円　（H25年10月からは33,330円）
　※所得制限が有ります

手当の支払いについて
4月、8月、11月の11日に前月分（11月は11月分を含む）までが支給されます。　
申請に必要なもの（必要書類はそれぞれ異なりますので、担当までお問い合わせください。）
　・ 戸籍謄本　　　　・ 世帯全員（同一住所地）の住民票　　・ 通帳の写し　　　・ 印鑑　　　
　・ 診断書（身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、省略できる場合が有ります）

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
　在宅の著しく重度の障害者に対し、その重度の障害のために生じる特別な負担の手助けとして支給する手
当です。

　この制度は、小・中学校に在学している児童･生徒のおられるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な
経費の負担が困難な場合に、学用品費、学校給食費などの一部を援助するものです。

≪援助の対象となる世帯≫

　① 町民税が非課税または減免されている世帯
　② 児童扶養手当を受給されている世帯
　③ 生活保護費が停止または廃止になった世帯
　④ その他経済的な理由により学資の支弁が困難と認められる世帯　

≪申請方法≫
　援助を必要とされる方は、申請書(学校もしくは教育委員会事務局にあります。)に必要事項を記入し、
必要書類を添えて就学先の学校または教育委員会事務局へ提出してください。なお、申請は毎年必要で
す。平成24年度に受給されていた方で平成25年度も希望される場合は必ず申請してください。

≪提出期間≫ 平成２５年４月１０日(水)～３０日(火)　（土、日、祝日を除く）
≪その他≫
　◎申し込みは、年度の途中でも受付しています。　(ただし、受付日以降の月額の援助しか受けられません。)  
　◎審査結果によっては、認定されない場合もありますのでご了承ください。

　【お問い合せ】  甲良町教育委員会　学校教育課　☎３８－５０７０

障害児福祉手当

精神又は身体に著しい重度の障害があるた
めに、日常生活において常時特別な介護が
必要な20歳未満の在宅障害者

14,280円（H25年10月から14,180円）
※所得制限があります

２月、５月、８月、１１月にそれぞれの前３
か月分が支給

診断書、世帯全員の住民票、戸籍謄本
印鑑、通帳　等
※必要な書類はそれぞれ異なりますので、
担当課までお問い合わせください。

特別障害者手当

精神又は身体に著しい重度の障害があるため
に、日常生活において常時特別な介護が必要
な20歳以上の在宅障害者

26,260円　（H25年10月から26,080円）
※所得制限があります

２月、５月、８月、１１月にそれぞれの前３か
月分が支給

診断書、世帯全員の住民票、戸籍謄本
印鑑、通帳　等
※必要な書類はそれぞれ異なりますので、担
当課までお問い合わせください。

対　象　者

手当額（月額）

支 払 い 月

申請に必要なもの

小
　この制度は
経費の負担が

就 学
援 助
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後 期
高齢者 後期高齢者医療制度（障害認定）のご案内

～後期高齢者医療制度からのお知らせ～
肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成をします

後期高齢者医療制度（葬祭費）のご案内

　後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として設立され、７５歳以上の
方の医療費を国民全体で支える仕組みです。

○対象者
　・ ７５歳以上のすべての方
　・ ６５歳以上７５歳未満の方で、滋賀県後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方
　 （申請により後期高齢者医療制度に加入することが出来ます。）

○後期高齢者医療制度の対象となる障がい
　① 身体障害者手帳１級から３級のすべて
　② 身体障害者手帳４級の一部（音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部）
　③ 療育手帳Ａ（重度）
　④ 国民年金法による障害基礎年金１・２級
　⑤ 精神障害者福祉手帳１・２級

○手続きの方法
　・ 65歳から74歳で障害認定により加入を選択される場合は、甲良町役場保健福祉課で申請手続きを
　　してください。（申請日からの加入となります。）
　・ 障害認定による加入を撤回するときは、申請が必要です。（申請日から喪失となります。）

○手続きに必要なもの
　　・確認書類（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、障害基礎年金証書など）
　　・印鑑（認印）
　　・現在加入している医療保険の被保険者証

　被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方（葬祭執行者）に対し、葬祭費とし
て５万円が支給されます。
　※後期高齢者医療制度に加入する以前の医療保険者で葬祭費の支給が出来る場合は申請することは出来
　　ません。
　※葬祭費の申請は、時効の関係で葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。

○手続きに必要なもの
　・預金通帳など口座番号等のわかるもの
　・印鑑（認印）

　肺炎球菌ワクチンは、肺炎の中で最も多い原因である「肺炎球菌」を防ぐワクチンです。
免疫効果は、接種後５年間有効といわれています。

○助成内容
　実施期間 ： 通年
　対 象 者 ： 後期高齢者医療の被保険者で、医師が接種を認める方
　接種方法 ： 滋賀県内の医療機関に直接予約し、備え付けの問診票に必要事項を記入してください。
　助成金額 ： ３，０００円
　自己負担額 ： 接種費用は医療機関により異なります。接種費用から助成金額を差し引いた額をお支払いください。
　持 ち 物 ： 後期高齢者医療被保険者証

○注意事項
※予防接種を実施していない医療機関もありますので、事前にご確認ください。
※この予防接種は、あくまでも接種を希望する方に行う『任意接種』です。
 接種を希望する方は、かかりつけの医師とよくご相談し、予防効果や副反応などについて、十分理解した上で  
　の接種をお願いいたします。
※肺炎球菌ワクチンは、接種後５年間有効とされており 毎年受けるものではありません。
※接種前に、接種医療機関でワクチンについての説明を必ずお受けください。
※他の予防接種（インフルエンザワクチンなど）を受ける前、または受けた後に接種を希望される場合は、かか
　りつけの医師とご相談ください。
※助成金総額が予算額を超過する場合には、年度の途中でも終了する場合があります。

　【お問い合せ】  滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎０７７－５２２－３０１３

　４月６日（土）から15日（月）まで『春の全国交通安全運動』が、実施されます。
　交通事故のない安全、安心な町を実現するためには、交通安全意識の一層の高揚を図り、交通安全行
動の実践へ結びつける必要があります。『言われたい　マナーがいいね　滋賀ナンバー』のスローガンを
心に、町民のみなさんも譲り合いの心をもって、交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣づ
けましょう。

【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止

【運動の重点】  ●自転車安全利用の促進
　　　　　　　　 ～特に、自転車安全利用五則の周知徹底～
　　　　　　  ●全ての座席のシートベルトと
　　　　　　　　  チャイルドシートの正しい着用の徹底
　　　　　　  ●飲酒運転の根絶

　

交 通
安 全

4月6日土 月～4月15日
４月10日（水）は「交通事故死ゼロを目指す日」です

平成25年平成25年
全

年平平平平成成成25成22555年年

の全国交通安全運動の全国交通安全運動 春 春

  　　　　〔自転車安全利用五則〕
① 自転車は　車道が原則　歩道は例外
② 車道は　左側を通行
③ 歩道は　歩行者優先で　車道寄りを通行
④ 安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　○夜間はライトを点灯
　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤ 子どもは　ヘルメットを着用
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防　災 消防署だより

住宅用火災警報器の設置について

■2012 年度全国統一防火標語／消すまでは　出ない行かない　離れない
犬上分署　☎38ｰ3130

　毎年、全国で発生している住宅火災で多くの人が命をなくされています。平成１５年以降９年連続して住宅
火災における死者数が1,000人を超えています。このうち、６５歳以上の高齢者が占める割合は約６割となっ
ており、今後の高齢化の進展とともに増加することが懸念されています。住宅火災による死者発生の原因は、
火事に気付くのが遅れ、煙に巻かれ逃げ遅れるケースが約６割となっています。
　火災で重要なことは、早期発見です。誰も居ない部屋や就寝中に火災の発生を素早く察知できれば消
火、通報、避難等の行動が早まり、ご近所への延焼被害も軽減されます。あなた自身はもちろん、大切な家族の
命を守るため、火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器の設置が一般住宅（一戸建て住宅・マンショ
ン・アパート・店舗等併用住宅の住宅部分）に義務づけられています。

防　犯 駐在所だより

滋賀県警察では、下記のとおり警察官を募集しています。
詳しくは、駐在所等で配布している受験案内をご覧ください。

■採用対象
　昭和58年４月2日以降に生まれた方で、大学を卒業
　又は平成26年3月31日までに卒業見込みの方

■採用予定人数
　男性56人程度　女性10人程度

■第一次試験
　平成25年5月12日（日）　滋賀大学教育学部（大津キャンパス）

■受験申込み期間
　平成25年4月19日（金）まで　※インターネット受付は、平成25年4月16日（火）午後5時まで

■受験申込方法
　⑴受験申込書により申込み
　　警察署、交番、駐在所で配布している受験案内に在中の受験申込書に必要事項を記載のうえ、県内
　　の警察署、交番、駐在所へ持参していただくか、滋賀県警察本部警務課採用係へ郵送してください。
　⑵インターネットによる申込み
　　滋賀県のホームページ「しがネット受付」から受験申込みができます。

■お問い合わせ先
　〒520－8501　滋賀県大津市打出浜１番10号　滋賀県警察本部　警務課採用係
　フリーダイヤル　0120－204－314

警察官募集中！

住宅用火災警報器の種類と価格
　現在市販されている住宅用火災警報器は、大き
く分けると「煙」に反応するタイプ (煙式 )と、「熱」
に反応するタイプ ( 熱式 ) の２種類があります。設
置を義務づけられる寝室や階段に取り付けるもの
は、煙式でなければなりません。
　防災機器を取り扱っている電気店や工事店、ホー
ムセンターなどでも取り扱っています。価格は、煙
式、熱式の機能等によって様々ですが、おおよそ３
千円位から売られ、メーカーによっては、感知した
警報器が単独で鳴るタイプや複数台セットで、設置
した全ての警報器が連動し警報音が鳴る製品があ
ります。

設置場所
　設置しなければならな
い箇所は、寝室（就寝
する居室）や寝室へ向か
う階段の踊場となってい
ます。また、台所には設
置義務はありませんが、
大切な生命と財産を火災から守るため、出火の危
険性が高い台所にも取り付けをおすすめします。

取り付け方法
　電池式の場合の取り付けは、付属のビスで簡単
に取り付けできます。また、家庭用１００Ⅴ電源の
物は配線工事が必要となりますので、消防用設備
業者や電気工事店にご相談ください。

購入時のポイント
　購入されるときのチェックポイントは、必ず検定
合格マークがついているものを選んで下さい。検
定合格マーク（NS マーク）とは、住宅用火災警
報器の品質を保証するもので、日本消防検定協会
の検査に合格したもので、国が
定める規格に適合していますの
で、購入の際の目安として下さ
い。NS マークは、パッケージ
の外側と警報機本体に表示さ
れています。

悪質な訪問販売に注意！
　消火器などにもよくあるように、住宅用火災警報
器を販売する業者の中にも「消防署の方から来ま
した」「自治会長から依頼されて来ました」と言い
切り、不適切な価格で商品を売りつけたりする人が

います。詐欺などの手口にもあるよ
うに、このような悪徳業者は一人暮
らしや高齢者を狙って契約をさせよ
うとするので注意して下さい。
　また、住宅用火災警報器の訪問
販売は、クーリングオフ制度の対象
です。契約日を含む８日間以内は無
条件で契約の解除が出来ます。
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フリーダイ

年　金 平成２５年度の国民年金保険料は月額１５,０４０円です！
　国民年金の保険料額が見直され、平成２５年４月から平成２６年３月までの保険料は月額１５ ,０４０円に
なりました。
　毎月の保険料の納付を、口座振替の早割制度（当月末振替）にされると、保険料が月々５０円の割
引になりお得です。手続きは口座振替を希望される郵便局・金融機関、またはお近くの年金事務所「国
民年金課」まで。
　また、平成２５年４月分から平成２６年３月分までの保険料を、納付書でまとめて納付（前納）されると、
保険料が３,２００円の割引となり、大変お得です。納期限は平成２５年４月３０日（火）です。
　お手元に納付書がない場合は、お近くの年金事務所までご連絡ください。

※口座振替およびクレジットカードによる平成２５年４月分から平成２６年３月分までの１年前納および平成
　２５年４月分から平成２５年９月分までの６ヶ月前納は受付を終了しています。

　【お問い合せ】  彦根年金事務所　☎23－1114



　【お問い合せ】  クリーンライフ湖東（有限責任事業組合）　☎３５－５２０５　FAX：３５－５２０６

お知らせし尿収集カレンダー【平成25年5月】

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。

　①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は３ヶ月に１回でのお申込みを表し、「呉　竹①」とある場合は１ヶ月に

　１回で申込みいただいた呉竹のお宅を収集させていただきます。

　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の１５日後（２～３

　日は前後します）に収集させていただきます。

１日（水）

７日（火）

８日（水）

１０日（金）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

１７日（金）

２０日（月）

２１日（火）

２２日（水）

２７日（月）

２８日（火）

２９日（水）

３１日（金）

日（曜日） 午前／集落 午後／集落

呉　竹①

小川原①・呉　竹①

小川原①・呉　竹①

尼　子①・呉　竹①

長寺西①・長寺東①

長寺西①・長寺東①

金　屋①②・北　落①②

下之郷①③・正楽寺①

在　士①・池　寺①②・横　関②

法養寺①②

長寺西②・長寺東②

長寺西②・長寺東②

長寺西③・長寺東③

呉　竹③

尼　子③・呉　竹③

呉　竹①

不　定　期

小川原①・呉　竹①

尼　子①・呉　竹①

長寺西①・長寺東①

不　定　期

金　屋①②・北　落①②

下之郷①③・正楽寺①

在　士①・池　寺①②・横　関②

法養寺①②

不　定　期

長寺西②・長寺東②

不　定　期

呉　竹③

尼　子③・呉　竹③

プール
&
お風呂
温水プール・香良の湯カレンダー

　水なれから始まり、クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライに加え個人メドレーが泳げ
るように指導します。年間を通じて水泳により病気にかかりにくい健康な体づくりと、子
供の限りない可能性を引き出すのを目標とします。　　

※定員になりましたら、予約となりますのでご了承下さい。詳しくは下記のお問い合せ先までご連絡ください。

◎  受講料 4,000円：

教室の受講料と印鑑を
ご持参の上、温水プール
受付まで。

《水泳教室受講手続き》

4月 お風呂・プール

5月 お風呂・プール

日 月 火 水 木 金 土

教室日教室日
1 2 3

教室日

教室日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

4

5
教室日

6
教室日

7 8 9 10

教室日

11

12
教室日

13
教室日

14 15 16 17

教室日

18

19
教室日

20
教室日

26 27

21

28

22

29

23

30

24

31

25

日 月 火 水 木 金 土

1

教室日

教室日
2

教室日

教室日
3 4 5 6

教室日7 8

教室日

9

教室日

10 11 12 13

教室日14 15

教室日

16

教室日

17 18 19 20

教室日21 22 23

29 30

24 25 26 27

教室日

28

水泳教室生徒大募集！
定員になる前に来てネ！！

ジュニアスイミング教室
［4歳から小学生まで］

◎各教室とも月4回で、受講料は1ヶ月分です。
曜日・時間 対　象 定　員

水曜日　午後5時～6時
水曜日　午後6時～7時
金曜日　午後5時～6時
金曜日　午後6時～7時
土曜日　午後3時～4時
土曜日　午後4時～5時
土曜日　午後5時～6時
土曜日　午後6時～7時

4歳～未就学児
小学5～6年生
小学1～2年生
小学3～4年生
4歳～未就学児
小学1～2年生
小学3～4年生
小学5～6年生

40名
40名
40名
40名
40名
40名
40名
40名

【お問い合せ】温水プール・香良の湯　☎38－5155

利用案内　http://koura.izumi21.net/

休館日

＜営 業 日＞　年中無休
　　　　　 （※12月31日～1月3日までは休み）
＜営業時間＞　午前９時～午後6時
＜電話番号＞　３８－２７４４

４月２３日（火）１０時～１２時　　
　　　　　　 保健福祉センター２階　相談室
◎ 相談内容 ①医療保険・年金  ②道路

③生活保護  ④郵政  ⑤雇用など
新鮮で安心・安全な野菜・花・果物を多数揃えています!!

道の駅せせらぎの里こうら 行政相談日（第4火曜日）

甲良町温水プール

（2013年５月５日 当日限り）

ご不明な場合はお問い合わせ下さい　☎38－5155

この券で中学生以下の子ども３名が無料になります。
（保護者が必要な場合、保護者も１名無料になります。）
受付にて、お名前・お電話番号をご記入いただきます。

甲良町温水プール子どもの日無料券

〈キリトリ〉
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発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
 TEL.0749-38-5061
 FAX.0749-38-5072
E-mail:kikaku@town.koura.lg.jp
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窓口業務時間の延長日は4月12日（金）・26日（金）
午後7時まで窓口業務を延長します。

受付業務 閉庁時間帯（休日／勤務時間外）

本人確認できるものをご持参ください。  例）免許証、パスポートなど

問合先　住民課 住民係　☎38ｰ5063　税務課　☎38ｰ 5064

①住民票　②戸籍（婚姻・出生・死亡など）
③印鑑登録・証明など　④所得証明
⑤評価証明　⑥納税証明　⑦各税金の納付

戸籍の届出のみ
※関連する手続きに、再度来ていただく
　場合がありますのでご了承ください。

N
o.405

広報こうらは再生紙を使用しています。

2013年（平成25年）4月号
通巻第405号

５月前半分 （会場：保健福祉センター）
〈健診・相談事業〉

事業の内容 実施日 受付時間 対象の方（児）

すこやか相談 1３日(月) 9:30～1１:00
子どもの健康、食生活、予防接種等に関する
相談を行います。

母子手帳

女性がん検診 １４日(火) ９：３０～１０：３０
子宮頸がん：20歳以上
乳がん：40歳以上　　　　　　　　

健康手帳
子宮：1000円
　乳：1000円　　　

持ち物

4月後半分 （会場：保健福祉センター）
〈健診・相談事業〉

事業の内容 実施日 受付時間 対象の方（児）

すこやか相談 １５日(月) 9:30～1１:00
子どもの健康、食生活、予防接種等に関する
相談を行います。

母子手帳

乳児健診４ヶ月 ２４日（水）１３：00～１３：10 Ｈ2４年１2月生まれの児
前回受けられていない児

母子手帳
質問票

乳児健診１０ヶ月 ２４日（水）１３：３０～１3：4０
Ｈ24年6月生まれの児
前回受けられていない児

母子手帳
質問票

献血 ２５日(水) 10：00～12：3013：30～15：30 16歳から69歳の健康な方 献血手帳

持ち物

問合先　保健福祉センター（保健師）　☎38ｰ3314／38ｰ5151

ひとのうごき 〈　〉内は前月との比較　Ｈ２5．3．１現在

男
女
合　計

世帯数

3,675
3,988
7,663

2,547

総　人　口 0～15歳未満 15歳以上～65歳未満 65歳以上

〈‒5〉
〈‒7〉
〈‒12〉

〈+1〉

508
 
480
 
988
 

2,311
 
2,297
 
4,608
 

÷　　＝ 高齢化率　26．97％
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

856
 
1,211
 
2,067
 

B A

A B

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう!


